
「令和８年度 依存症対策事業広報・啓発等企画運営委託」に関するプロポーザル募集要項 

 

１ 業務の概要・目的等 

依存症に関する動画の作成やSNS等における動画・広告配信等を通じ、依存症に対する、社会全体を

対象とした理解促進のための普及啓発を進めることを目的とします。 
 

２ プロポーザルの手続き 

(1) 名称 

「令和８年度 依存症対策事業広報・啓発等企画運営委託」に関するプロポーザル 

(2) 主催者 

横浜市（健康福祉局精神保健福祉課） 

(3) プロポーザルの性格 

本プロポーザルは、提案資格があると認めた者から提案を受ける公募型で行います。 

また、本プロポーザルは与えられた条件下において、当該委託に係る実施体制、実施方針、提

案者の考え方を「提案書」を通して審査・評価し、当該委託に最も適した受託候補者を特定する

ものです。契約後の業務は、必ずしも提案内容に沿って実施するものではありません。 

 

３ 受託者の要件 

(1) 提案資格 

本プロポーザルの提案資格を有する者は、次の項目の全てに該当する者とします。 
ア 令和７・８年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）（以下、令和７・

８年度有資格者名簿）において、営業種目「109：印刷物企画デザイン」「319：イベント企

画運営等」「323：広告」の３種目すべての登録があるもの。 

イ  令和７・８年度有資格者名簿には、未だ登載されていないが、参加意向申出書を提出した

時点で、当該契約に対応するとして定めた上記アと同様の営業種目について現に申込み中で

あり、受託候補者の特定の日までに登載が完了する者であること。 

ウ  令和３年度以降に、本市または他の官公庁における広報・啓発、PRに関する企画・実行支

援に係る業務の受注実績を１件以上有していること。 

エ  プロポーザル参加意向申出書の提出期限から受託者特定の日までの間のいずれの日におい

て、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていな

い者であること。 

(2) 欠格事項 

ア 団体が、宗教活動又は政治活動を主たる目的としている場合。 

イ 団体の代表者及び主たる構成員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は

その執行を受けることがなくなるまでの者である場合。 

ウ 団体の代表者及び構成員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）、暴力団員の統

制下にある者又は暴力団員の利益となる活動を行う者である場合。 



 

４ プロポーザルの作成書式及び記載上の留意事項 

プロポーザルの提出資料は、横浜市委託に関するプロポーザル実施取扱要綱に定めるもののほ

か、提案書作成要領に基づき作成してください。 

 

５ 評価委員会及び評価に関する事項 

プロポーザルの評価は、提案書作成要領「10 審査委員会」に示す「令和８年度 依存症対策事

業広報・啓発等企画運営委託」に係るプロポーザル評価委員会で行います。 

評価のポイントは、次のとおりです。 

(1) 業務実績（「令和８年度 依存症対策事業広報・啓発等企画運営委託」に係る提案書作成要領

（以下要領と記載） 様式４） 

(2) 業務の実施体制（要領 様式５） 

(3) 業務の実施計画（自由様式） 

(4) 事業者の取組に関すること（要領 様式６） 

 ※  記載の視点については、「提案書評価基準」に記載します。 

 

６ プロポーザル実施スケジュール 

プロポーザルの概ねの実施スケジュールは、別紙「プロポーザル実施スケジュール」のとおり

です。 

 

７ その他 

(1) 横浜市における施策の転換等、やむを得ない事由により、予定業務の発注が行われない場合は、

業務を受注できない場合があります。 

(2) 業務の実施に関しては、プロポーザルの内容に関わらず、横浜市と協議の上、行うこととしま

す。 

(3) 本委託事業の終了後は、委託業務についての報告書（書式自由）を提出していただきます。 

(4) 本委託業務の全部を第三者に委任し又は請け負わせることは認めません。また、委託業務の一

部を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、あらかじめ書面により本市の承諾を得る

こととします。 

 

８ 事務局 

横浜市健康福祉局精神保健福祉課 依存症対策担当 

所在地 〒231-0005 横浜市中区本町２丁目22 

電 話 045-662-3554 

 

 

  



 

 

 

プロポーザル実施スケジュール 

 

 

６月 15 日（月） プロポーザル実施告知 

 ↓ 

７月１日（水） 参加意向申出書締切 

 ↓ 

７月６日（月） 
参加資格確認結果通知書、 

プロポーザル関係書類提出要請書の送付 

 ↓ 

７月６日（月）～７月 13日（月） 質問受付 

 ↓ 

７月 16 日（木） 質問回答 

 ↓ 

８月５日（水） 提案書提出締切 

 ↓ 

８月中～下旬 評価委員会からのヒアリング実施 

 ↓ 

９月中～下旬 結果通知書の送付 

 

 

別 紙 




